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◆ 会議次第 

１ 開 会 

２ 部会長あいさつ 

３ 確認事項 

（１）全体スケジュールについて【資料１】 

４ 協議事項 

（１）第５期芽室町健康づくり計画（原案）の協議について【資料２】 

５ その他 

６ 閉会 

 

◆ 出席委員 

村上 哲也 

研谷 智 

家内 典夫 

廣江 英幸 

明瀬 禎純 

志村 和博 

吉口 美喜子 

 

◆ 欠席委員 

野崎 美保子 

 

◆ 傍聴人 ０人  

 

◆ 事務局 

健康福祉課長  森 真由美 

保健推進係長  吉川 泰子 

保健推進係主査 中元 麻実 

保健推進係主任 山本 かなこ 

国保医療係長  塩原 勢津子 
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１ 開会 18時 25分 

  司会：吉川係長 

 

２ 部会長あいさつ 

  芽室町国民健康保険運営協議会 会長 村上 哲也 

 

３ 確認事項 

（１）全体スケジュールについて【資料１】 

   以下の資料に基づき説明。 

資料１「令和５年度芽室町総合保健医療福祉協議会及び個別部会予定」 

事務局）部会の開催は本日が最終となる。２月には総合保健医療福祉協議会全体会議を 

予定している。 

 

４ 協議事項 

（１）第５期芽室町健康づくり計画（原案）の協議について【資料２】 

以下の資料に基づき説明。 

資料２「第５期芽室町健康づくり計画」（原案） 

事務局）前回部会でいただいた意見について、文言の整理をしている。 

    また、令和４年度の国保特定健診受診者の法定報告の値が前回部会開催後に確定 

したため、現状値を修正している。 

  

第２章 町の現状と課題 

４ たばこ 

事務局）17ページ、【現状】の下から４行目の網掛け部分について、法定報告の確定に伴 

い、40歳から 74歳の喫煙者の割合を修正した。芽室町 15.7％、北海道 15.9％、 

全国 12.7％に確定したため、修正して文言を整理した。併せて、図表 21の喫煙率 

のグラフも修正している。 

 質問）数値を修正したとのことだが、「法定報告」とはどういうことか。 

事務局）これまで集計が確定ではなかったため、仮の数値を記載していたが、法定報告の数 

値が確定したため、今回修正を行った。 

８ 糖尿病・循環器疾患 

事務局）31ページ、【現状】の中ほど、「芽室町の朝昼夕３食以外に毎日間食や甘い飲み物 

を摂取している人の割合」に「毎日」を追加している。34ページの図表 44のグラ 

フにあるように芽室町 26.5％、北海道 21.5％、全国 21.7％に修正した。32ペー 

ジ、図表 41＜有所見者の性別・年齢別割合の状況と標準化比＞（男性）、33ページ 

（女性）を修正した。35ページ図表 46「この２年間で健康診査を受診しましたか」 
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の問いに対し、「はい」「いいえ」で記載していたが、「受診した」「受診していない」 

に修正した。 

意見）31ページの中ほど、※※LDLの説明はあるが、文章の中に※※の記載が見当たらな 

い。※HbA1cは文章の中に※の記載がある。 

事務局）＜第４期計画の目標値評価＞の４段目の「40～64歳の脂質異常症者（LDL-コレス 

テロール 160㎎/dl以上）の割合（％）」に※※を記載予定だったが、記載されて 

いなかったため修正する。 

 

第４章 保健施策に係る計画 

事務局）前回部会であった意見について説明する。 

５ こころの健康（自殺対策計画） 

事務局）52ページ、一番下の表の事業名「大学等奨学金貸付事業」について、前回の部会で 

事業の概要・方針について意見があった点について修正を行った。 

６ 歯と口腔の健康 

事務局）53ページ、施策の方針の３行目、文言の修正を行った。 

参考資料 

事務局）63ページ以降の参考資料については、「第５期芽室町健康づくり計画策定経過」と 

「委員名簿」、66ページからは「アンケート調査の集計報告」を記載している。 

また、各問いに対して「分析と考察」を記載しており、その内容については、前回 

部会の中で説明したものとなっている。 

 

５ その他  

事務局）次回は２月に総合保健医療福祉協議会全体会議を予定している。全体会議では第５ 

期計画の答申を行う。日程については改めて案内をする。 

 質問）パブリックコメントの意見で計画の修正が必要になった場合はどうするのか。 

事務局）パブリックコメントの意見で計画の修正が必要になった場合は、再度当部会を開催 

し、内容を協議いただきたい。修正に至らない意見の場合は、このまま保健医療福 

祉協議会全体会議を開催する。 

 

６ 閉会  18時 45分 


